
奏でるハコ（小） 29.28 約5人 220

奏でるハコ（大） 43.35 約10人 330

楽屋１ 14.50 約4人 550

楽屋２ 14.60 約4人 550

楽屋３ 25.90 約13人 550

楽屋４ 25.90 約13人 550

工房のハコ 54.40 約15人 1,100

活動のハコ 107.90 約72人 1,100

会議のハコ 68.20 約30人 1,100

趣味のハコ（大） 約20人 550

趣味のハコ（小） 20.49 約6人 550

和のハコ（大） 66.45 約24人 1,100

和のハコ（小） 22.87 約6人 550

運動のハコ 66.26 約30人 1,100

集いのハコ１ 41.89 約18人 1,100

集いのハコ２ 41.89 約18人 1,100

料理のハコ 57.56 約15人 1,100

西側広場 900.00 1,100

屋上広場 1,100

※営利利用の際は、50％加算となります

1時間200円

●減免制度
使用料を減免する場合は、次の
各号のいずれかに掲げる場合と
する。
（1）使用料を全額減免する場合
ア 市及び市の機関が主催し、又
は共催する行事に利用するとき
イ 市が加入する広域的な公共団
体が主催する行事に利用すると
き。
ウ 災害その他緊急やむを得ない
事由により応急施設として利用
するとき。
エ 市民交流スペースを市内に所
在する社会教育団体、社会福祉
団体、その他公共的団体が、当
該団体の活動成果（作品）の展
示発表の場として利用すると
き。
オ 市長が特に必要と認めたとき
（2）使用料を5割減額すること
が出来る場合
ア 前号に掲げる場合を除き、市
内に所在する社会教育団体、社
会福祉団体、その他公共的団体
が、当該団体の公共的業務のた
めに利用するとき。
イ 市長が特に必要と認めたとき
●楽屋1～4
ホール使用時は無料

地域交流スペース　使用料金表

室名
面積

（㎡）
1時間ごとの料金 冷暖房料金 その他参考定員


	会議室の利用料金

